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令和７年８月５日

第十三期

清掃・リサイクル協議会について

～循環型社会を目指して～

資料３



１ 協議会設置目的

• 循環型都市大田区を目指し、
区内におけるごみの減量化と資源の有効活用を図り、
大田区の清掃及びリサイクル事業施策の推進に資するため。

２ 任期 （第十三期）

• 令和７年７月１日から令和９年６月30日まで

３ 活動について

• 全６回（年３回）協議会を開催します。

• 活動内容 ●ごみ、リサイクルに関する意見交換
●施設見学 ： 年１回（11月頃）実施予定
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区民、企業、行政、処理業者が協力し、
「循環型社会」の実現を目指します。

大田区清掃・リサイクル協議会とは



循環型社会とは

3

適正な３Rの実施と処理・処分を行うことで、天然資源の消費を抑制
し、環境への負荷ができる限り低減される社会のこと。

生産

処理 消費・使用

排出

天然資源

最終処分
（埋立）

Ｒeduce
（リデュース＝減らす）

Ｒecycle 
（リサイクル＝再利用）

Ｒeuse
（リユース＝再使用）



令和７年度清掃・リサイクル協議会
開催スケジュール
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回数 開催日 開催時間

第１回 令和７年８月５日（火） 午後２時 ～ 午後４時

第２回
令和７年11月17日（月）
（※施設見学予定）

午後１時 ～ 午後５時00分

第３回
令和８年１月下旬
 ～ ２月上旬

午前10時 ～ 正午
もしくは 午後２時～４時
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